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はじめに                                     

 

 

甚大な被害をもたらした熊本地震の発災から、やがて三年を迎えようとしています。 

この間、本市は創造的復興そして地域主義に基づく新たなまちづくりに全力で取り組んでいるところですが、い

まだ多くの方が熊本地震以前の生活に戻ることができていない状況です。 

市民が一丸となってこの困難な状況を克服していくためには、これまで以上に、女性をはじめ、あらゆる市民が

様々な活動に意欲的に参画し、個性と能力を存分に発揮して活躍できる環境の整備を進めていく必要があり、真

の復興とその先にある本市のさらなる飛躍に向けて、男女共同参画によるまちづくりは今後ますます重要な視点と

なるものと考えます。 

 本市ではこれまでの歩みとして、平成２１年４月に熊本市男女共同参画推進条例を施行し、条例に基づく第１次

熊本市男女共同参画基本計画の策定を行い、「男女がともにいきいきと、個性と能力を発揮できるまち」を目指し

て、計画に掲げた施策の着実な推進に努めてまいりました。 

このたび、第１次計画期間の終了を迎えるにあたり、平成３０年５月に第２次計画を検討するための基礎資料と

なる「人権推進・男女共同参画に関する市民意識調査」を実施し、男女共同参画に関する市民の皆様の現状に

ついて幅広くお聴きした結果を基に、分析をおこないました。 

 その結果等も踏まえ、第２次計画では第１次計画における施策の実施状況について検証を行うとともに、取組の

成果や残された課題を整理し、解消に向けた具体的な施策について検討を重ねました。 

さらに、平成２７年９月に施行された女性活躍推進法に基づく働く場における女性の活躍推進や、これまでの男

性中心型による働き方の見直し、増加するドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やデートＤＶ等への対応、性的マイノリ

ティ等への支援や社会参画促進など、第１次計画期間中に発生した新たな課題の解消に向け、取組を拡充したと

ころです。 

本市といたしましては、誰もがともにいきいきと、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するため、

今後とも市民や地域団体、企業等、多様な主体との連携・協働によって、本計画に掲げた施策の推進に注力して

参りますので、皆様にはなお一層のご理解とご協力をお願い申し上げる次第です。 

 結びに、本計画の策定にあたり、大変貴重なご意見をいただきました「くまもと市男女共同参画会議」委員の皆

様、｢人権推進・男女共同参画に関する市民意識調査｣にご協力をいただきました市民の皆様に、心から御礼申し

上げます。 
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 １ 計画策定の目的 

  平成１１年（１９９９年）に施行された「男女共同参画社会基本法」（以下「基本法」という。）では、「男女

平等の実現に向けた様々な取組が国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一

層の努力が必要であり、少子高齢化等の社会経済情勢の急速な変化に対応していくうえで、男女共同参画

1社会の実現は緊要な課題であり、２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ」ています。 

本市においては、平成２１年（２００９年）４月に施行された「熊本市男女共同参画推進条例」に基づき、男

女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、「熊本市男女共同参画基本計画」

（以下「第１次計画」という。）を策定し、平成２５年度（２０１３年度）に中間見直しを行いました。 

本計画は、第１次計画における基本理念を引き継ぎ、計画の継続性を担保しながら、新たな課題に対応す  

ることで、本市における男女共同参画のさらなる推進を図ることを目的としています。 

 

２ 計画策定の経緯と背景 

我が国の生産年齢人口における女性の就業率は、平成２８年（２０１６年）には６６．０％となり増加していま 

すが、依然として長時間労働を前提とした旧来型の労働慣行等から、未だ多くの女性が仕事とそれ以外の生 

活の両立ができずに離職や非正規雇用を選択したり、キャリアアップを諦める状況が見られます。 

その一方で加えて、役員や管理職等の指導的地位にある女性の割合は諸外国と比べて依然として低い水

準にとどまる等、働く場面における女性の活躍は不十分です。そのため国においては、平成２７年（2015

年）９月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が制定され、また女

性が妊娠・出産・育児に際して不利益な取扱いを受けるマタニティハラスメント（マタハラ）2 の防止を雇用

主に義務づけるよう、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇

用機会均等法）」及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育

児・介護休業法）」が平成２８年（２０１６年）８月に改正されました。 

さらにはまた、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、平成３０年（２０１8

年）５月には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が制定されるなど、あらゆる働く場面

における女性の活躍推進に向け必要となる法律や制度の整備が進められている状況です。 

また、平成２８年４月１４日及び１６日に発生した一連の熊本地震により、本市は市民生活と地域経済に

甚大な被害を受け、生活環境の急激な変化により、これからの生活に不安を抱える市民も多数おり、誰も

が復興に向けて力を合わせていくためには、これまで以上に安心して働き続けられる職場環境の整備や、

働き方の見直し、労働者一人ひとりの生産性の向上等を図っていく必要があります。 

さらには、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）3や性犯罪、セクシュアルハラスメント（セクハラ）4、マタニテ 

ィハラスメント（マタハラ）等の女性の人権を脅かす様々な暴力に対する対策の強化が求められている状況

です。あり、また、貧困、高齢、障がい、外国人であること等により生活上の困難を抱える女性及び性的マイノ

リティ※４への支援と社会参画の促進も喫緊の課題となっています。 

このような人権が尊重される豊かで暮らしやすい社会、また、男女共同参画社会の実現に向けての諸課題 

の解決に向け、実践的な取組を今後も着実に進めていくための指針として、「第２次熊本市男女共同参画基  

本計画」（以下「第２次計画」という。）を策定するものです。 

第１章  策定の趣旨計画の概要 
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１ 

男女共同参画 

誰もが、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、学校、地域その他の社会の各分  

野における活動に参画する機会が確保されることにより、個性と能力が発揮され、かつ、共に責任を担うこと。  

２ 

マタニティハラスメント（マタハラ） 

働く女性が、妊娠・出産・育児を契機として職場で精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、妊娠・出産・育児など

を理由とした解雇や雇い止め、自主退職の強要等の不利益を被ったりするなど、不当な扱いを受けること。 

３ 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

配偶者や恋人など、親密な関係にあるパートナーから受ける暴力のこと。殴る・蹴るといった身体的な暴力だけ

でなく、言葉等による精神的暴力、性的暴力、経済的暴力など、様々な形での暴力が存在する。 

４ 

セクシュアルハラスメント（セクハラ） 

  相手を不快にさせる性的な言動。身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、多くの人の

目に触れる場へのわいせつな写真の掲示などが含まれる。異性間のみならず、同性間でも同様にセクハラの対

象となる。 

性的マイノリティ 
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３ 計画策定の基本的な考え方と他計画との整合性 

  （１）計画策定の基本的な考え方と他計画との整合性 

（１）① 関係法令及び条例を尊重し、上位計画及び個別計画との整合を図ります。 

・基本法をはじめとした関係法令及び熊本市男女共同参画推進条例を尊重します。 

・熊本市第７次総合計画等の上位計画や他の分野別計画との整合を図ります。 

・「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ 5」にて記載された国際目標であるＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）を踏まえた取組を行います。 

・本市における男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に実施するための指針と

します。 

・市民及び事業者の取組の指針としても活用されることを期待するものです。 

 

（２）② 第１次計画（平成２１年（2009年）～平成３０年（2018年））の長期的ビジョンを引き継ぎます。 

 ・第１次計画における基本理念を引き継ぎ、計画の継続性を担保します。 

・目指す将来像や各施策の成果指標、数値目標等については、必要な見直しを図ります。 

 

       （３）③ 男女共同参画社会の実現に向けた新たな課題や熊本地震からの復興社会経済情勢の変化に

対応した計画とします。 

・急速に変化する社会経済情勢等に伴い、第１次計画策定後に発生した新たな第２次計画策定後の課

題について対応します。 

・熊本地震からの復興に向けて子育て支援や地域防災の推進など、男女共同参画の視点に基づき施

策の展開を図ります。 

 

         （４）④ 本計画の一部としてを、「熊本市女性の職業生活における活躍推進計画（女性活躍推進法第６

条第２項）」及び「熊本市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「ＤＶ防止法」という。）第２条の３第３項の

規定に基づく市町村計画）」をとして位置づけます。（２６ページ、２９ページ、３４ページを参照） 

 

  性的指向（どのような性別の人を好きになるか）や性自認（自分の性をどのように認識しているのか）、性表現

（服装、しぐさ、言葉づかいなど、性別に関する表現）等が典型的でないとされる人々のこと。セクシュアル・マイ

ノリティともいう。具体的には、同性愛者、両性愛者、トランスジェンダーなどが含まれるが、男女どちらにも恋愛

感情を抱かない人や、自分自身の性を決めない・分からない人など、多様な性が存在する。 

５ 

持続可能な開発のための２０３０アジェンダ 

  平成１３年（２００１年）に策定されたミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）の後継

として、平成２７年（２０１５年）９月に国連で採択された、平成２８年（２０１６年）から平成４２年（２０３０年）まで

の国際目標。MDGs の残された課題（例:保健、教育）や新たに顕在化した課題（例：環境、格差拡大）に対応

するように、新たに１７ゴール・１６９ターゲットからなる持続可能な開発目標（Sustainable Development 

Goals：SDGs）が設けられており、ゴール５ではジェンダー平等の達成と全ての女性及び女児のエンパワーメン

トが掲げられている。 
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熊本市第７次総合計画（震災復興計画を含む）、熊本市しごと・ひと・まち創生総合戦略、
熊本連携中枢都市圏ビジョン 

第２次熊本市男女共同参画基本計画 

熊本市女性の職業生活における 
活躍推進計画 

熊本市配偶者からの暴力の防止及び  
被害者の保護等に関する基本計画 

熊本市人権教育・啓発基本計画 

熊本市教育大綱 

熊本市子ども輝き未来プラン 

熊本市特定事業主行動計画 
（次世代育成支援対策推進法・ 

女性活躍推進法） 

その他関連計画 

連携 

（国）第４５次男女共同参画基本計画   （県）第４５次熊本県男女共同参画計画 

整
合 

【 図－１ 他の計画との関係 】 
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１ 第１次計画の成果指標達成状況 

  

（１）第１次計画全体のにおける成果指標達成状況 

    第１次計画における成果指標達成状況は、以下のとおりです。 

第 2次計画の実績値は、平成 30年度（2018年度）の基準値と比べ、「男女がともに参画している社会 

と感じる市民の割合」は減少し、「性別による固定的役割分担意識を持たない市民の割合」は上昇した結果 

となっています。 

      このことは、男女共同参画意識を育む教育・啓発が進み、「男女がともに参画している社会 6」への理解が 

進んできたことで、地域社会における潜在化していた男女共同参画社会への課題が表面化してきたこと、及 

び職業、家事、育児等での性別における固定的役割分担意識に対する啓発が進み、市民一人ひとりの意識 

が向上したことが一因となっているものと考えられます。 

     「男女共同参画の内容を知っている市民の割合」及び「男女がともに参画している社会と感じる市民の割

合」ともに、平成３０年度の目標値に達しない結果となっており、基準年（平成２０年度）の数値を下回っております。 

    このことは、男女共同参画意識を育む教育・啓発の充実や、女性活躍推進法をはじめとした各種法律の施

行・改正等をはじめとした制度面での充実は図られてきつつあるものの、経済状況や家族形態・ライフスタ

成果指標 

第１次計画 第２次計画 

基準値 

(平成 20年度) 

目標値 

(平成 30年度) 基準値 

(平成 30年度) 

目標値 

（令和 4年度） 

実績値 

(平成 30年度) 

実績値 

（令和 4年度） 

男女がともに参画している

社会と感じる市民の割合 
３５．２％ 

５０．０％ 

31.4% 

上昇 

31.4% ２８．７％ 

性別による固定的役割分

担意識を持たない市民の

割合 

 79.8% 

上昇 

８２．３％ 

「男女共同参画」の内容

を知っている市民の割合 
４９．０％ 

７０．０％ 

 

48.6% 

第２章  第１次計画の検証及び課題整理 
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イルの変化、雇用環境の多様化など、市民一人ひとりを取り巻く社会の現状の中で、男女共同参画社会を

実感できておらず、ギャップが生じていることが一因となっているものと考えられます。 

 

  

（２） 第１次計画における各施策の方向性の成果指標達成状況 

    第１次計画における各施策の方向性の成果指標達成状況は、６ページ以下のとおりです。 

      この中で、「地域活動への参加率」については、平成 20年度（2008年度）調査時から下降しており、「ワ

ーク・ライフ・バランス※７の用語の認知度」については順調に実績値が伸びているものの、平成３０令和 5

年度（2023年度）においてもおける目標値に達しませんでした。 

      一方、「民間企業の管理職における女性の割合」、「市の審議会等における女性委員の割合」、「ワーク・ラ 

イフ・バランス６の用語の認知度」及び「ＤＶ被害者が第三者や相談機関に相談した割合」「「男女の地域活

動への参加率」については、平成 30 年度（2018 年度）に比べ増加しています。いずれも平成２０年度の基

準値より減少傾向となっています。また、「ＤＶ被害者が第三者や相談機関に相談した割合」については、平

成２０年度の基準値より増加したものの、平成２５年度の実績値を下回りました。 

成果指標 

第１次計画 第２次計画 

基準値 

(平成 20年度) 

目標値 

(平成 30年度) 基準値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和５年度） 

実績値 

（平成 30年度） 

実績値 

(令和 5年度) 

施策の方向性Ⅰ 

 男女の地域活動への参加率 ４６．５％ 

５５．０％ 

４１．３％ 

６０．０％ 

４１．３％ ３８．5％ 

施策の方向性Ⅱ 

 
民間企業の管理職における

女性の割合 
  １４．０％ 

２５．０％ 

１６．６％ 

 

市の審議会等における女性

委員の割合 
３１．７％ 

４０．０％ 

２８．３％ 

４０．０％ 

２８．３％ ３４．１％ 

ワーク・ライフ・バランスの用

語の認知度 
１２．８％ 

５０．０％ 

４４．６％ 

５０．０％ 

４４．６％ ６３．3％ 
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施策の方向性Ⅲ 

 
ＤＶ被害者が第三者や相談

機関に相談した割合 
１３．７％ 

増加 

１７．３％ 

増加 

１７．３％ 19.6％ 

 

２ 中間見直しにあたり第２次計画の重点的取組第１次計画における取組の重点事項に対する検証及び残され

た課題 

 

   第１次計画では、５つの重点事項のもと、４つの施策の方向性を設定し、１６の具体的施策に取り組んできまし

た。そして、毎年度、施策の評価を行い、計画の進捗管理を行ってまいりました。 

   第１次計画期間の中間見直しの終了に伴い、第１次計画における取組の重点事項に対する検証と残された課

題について、以下のとおり総括します。 

 

 

（１３）男女共同参画への関心や理解の促進及び男女でともに参画する地域活動の推進男女でともに参画す

る地域活動の推進 

地域は家庭とともに身近な暮らしの場であり、福祉、防犯、子育て、環境保全等様々な地域課題の解決に

向けた取組が展開されています。その活動においては、地域では行政と連携して「地域主義」をまちづくり

の基本として、「自主自立のまちづくり」に取り組んでいるところです。 

さらに、本市では熊本地震を契機に、地域の中でつながり、支えあうことの重要性が改めて認識されまし

た。 

しかしながら、市民意識調査では図－2が示すとおり、市民の地域活動への参加状況は「町内会・自治

会等の活動」を含め、低迷しています。その理由も、５１ページの参考資料図―５で示すとおり、「仕事が忙し

く、時間に余裕がない」という人が最も多い中、「人間関係がわずらわしい」と考える人が平成 30年度

（2018年度）に比べ７．６ポイント僅かに増加しています。  

一方また、48ページの参考資料図―１で示すとおり、「地域活動の参画状況」は、自治会長やＰＴＡ会

長には男性が多く、子ども会会長には女性が圧倒的に多い状況です。 

地域活動における担い手不足の解消や地域のつながりの強化等、地域活動を活性化するためには、男

女誰もがともに協力し、支えあい、地域活動に参画することが必要です。その中で多様な意見を反映し、地

域課題に取り組むことで、誰もが住みやすいまちが形成されるものと考えています。2 

 

６ 

男女がともに参画している社会 

  男女がともに参画している社会とは、「男女がお互いを尊重し合い、職場、学校、家庭、地域などの社会のあら

ゆる分野で、性別にかかわらず個性と能力を十分に発揮し、喜びや責任を分かち合うことができる社会」のこと

をいう。 
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７ 

ワーク・ライフ・バランス 

  「仕事と生活の調和」のこと。男女がともにそれぞれの生き方やライフステージに応じて、仕事、家庭、地域等の

さまざまな活動を、自分の希望するバランスで展開できる状態をいう。 

 

 

（図－2） 地域活動の参加状況（年度別） 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

※2023年度の男女別データは参考資料図ー１０を参照 
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（２）男女の働き方の見直し及び職業生活における女性の活躍推進仕事と生活の調和（ワーク・ライフ･バラン

ス）の推進 

ワーク・ライフ・バランスは仕事及び家庭生活に好循環をもたらす、男女共同参画社会の実現に向けた

重要な取組のひとつです。市民意識調査では図－3のとおり、生活をする上で「仕事を優先したい」という

人は、平成 30２０年度（2018年度）と比べほとんど変化がないのに対して、「仕事と家庭生活と地域・

個人の生活をともに優先したい」と考える人が４．7「家庭生活を優先したい」という人が３．７ポイント、

「仕事と家庭生活をともに優先したい」と考える人も１．９ポイント増加しています。 

一方、実際は優先していることは、平成 30２０年度（2018年度）より「仕事」が 29.7３２．６％と２．9

２．７ポイント減少増加、「家庭生活」が 25.2２０．０％と 5.2３．７ポイント増加減少、「仕事と家庭生活と地

域・個人の生活をともに優先」は１．6１．０ポイント増加減少しています。平成 30年度（2018年度）と比

べ「したいこと・していること」の差は、仕事及び家庭生活において改善していますが、地域・個人の生活は

拡大しています。し、希望する生活と現実の生活にギャップがあります。 

今後も、ワーク・ライフ・バランスの意義や効果についてさらに広く周知し、子育てや介護等と仕事の両

立支援策の充実等に取り組む必要があります。 

 

  （図－3）生活についての希望と現実 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

※2023年度の男女別データは参考資料図ー１１を参照 
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（１）職業生活における女性の活躍推進 

      次に、平成 27 年（2015 年）８月に女性活躍推進法が国会で成立しました。これにより、働く場面で活

躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、

女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情

報の公表が事業主（国や地方公共団体、民間企業等）に義務付けられました。 

また、令和 4 年（2022 年）４月には改正女性活躍推進法が施行され、一般事業主行動計画の策定や

情報公開の義務が、常時雇用する労働者が３０１人以上の事業主から１０１人以上の事業主まで拡大され

ました。しかしながら、常時雇用する労働者が３００人以下の民間企業等にあっては、行動計画の策定・公

表が努力義務となっているため、熊本労働局管内では３５社の届出にとどまっている状況（平成３０年４月

現在）であり、今後もさらに、女性活躍推進法の改正等も見据え、関係機関と連携し中小企業における行

動計画の策定・公表数の増加に向けた支援が必要です。課題となっています。 

また、本市が令和 5 平成２９年度（2023 年度）に実施した「企業意識・実態調査」では、ポジティブ・ア

クション 8 に取り組んでいない企業のうち、「企業の規模やコストの面で取り組む余裕がない」と回答した

企業の割合が２４．８％、「ポジティブ・アクションについて取り組む手法がわからない」割合が９．５％、「企

業としてポジティブ・アクションに取り組むメリットがわからない」の割合は４．８％という結果となっており、計

画策定時の前回調査（平成 29 年度（2017２６年度））と比べそれぞれの割合は減少しているものの、ポ

ジティブ・アクションに取り組むメリット等の積極的な周知等、取組拡大に向けより一層の働きかけを行って

いく必要があります（図－4）。 

さらには、本市の多くを占める中小企業においては、働く女性のロールモデル 9やメンター10 となる人材

が自身の職場に少ない又は全くいないことが多く、そのことで働く女性が自身のキャリア形成について積

極性を持てなかったり、あるいは役職登用を躊躇する等も見受けられる状況です。 

このことから、企業等における働く女性のライフステージに応じた能力開発やキャリア形成に向け、市域

全体としてロールモデルやメンターとなる人材を育成し、そのネットワークを広げていくことが必要です。 

  

（令和 5年度 企業意識・実態調査報告書より一部抜粋） 
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（４）子育て支援や多様な働き方の推進長時間労働を前提とした旧来型の労働慣行等の変革（働き方改革） 

本市が都市として活力を維持していくためには、あらゆる働く場面での女性の活躍が欠かせませんが、

これまで女性の活躍を阻害してきた要因には、高度経済成長期を通じて形成された固定的な性別役割分

担意識や性差に対する偏見、様々な社会制度・慣行があると考えられます。 

特に、時間的制約の少ない働き方や補助的業務を担う非正規雇用等を特徴とする働き方が依然として

根付いており、このことが女性が十分に活躍できない大きな原因となっています。 

また、生活の場面においても、これまで男性は家事・育児・介護等への参画や、地域社会への貢献、自己

啓発への取組等が必ずしも十分ではありませんでした。 

このような中で、長時間労働削減等による働き方改革を推進し、男女間格差を是正するためポジティ

ブ・アクションに取り組むことは、男女が互いに役割や責任を分かち合いながら家事・育児・介護等へ参画

し、地域社会への貢献や自己啓発等あらゆる場面において活躍できる社会の実現のために必要です。 

また、男性自身がこのような課題を理解し、家事・育児・介護等の多様な経験を得ることは、マネジメント

力の向上や多様な価値観の醸成等を通じ職務における視野を広げる等、男性自身のキャリア形成におい

てもメリットがあります。 

このように、長時間労働を前提とした男性中心・旧来型の労働慣行等を見直し、ワーク・ライフ・バランス

を図ることで、女性の活躍を推進していく必要があります。 

（５）晩婚・晩産化に伴う子育てと介護の同時進行（ダブルケア）への対応 

   女性の活躍推進や働き方改革が求められる中、初婚年齢や出産年齢の上昇及び育児世代の平均年齢の

上昇を背景に、育児期にある女性が親の介護も同時に引き受けるという、いわゆる「育児と介護のダブル

ケア」の問題について、社会的な関心が高まっています。 

   内閣府が平成２８年４月に公表した「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」の結果によると、国内

でダブルケアを行う者の推計人口は約２５万人（女性約１７万人、男性約８万人）余りで、今後ますます増

加する高齢者人口や長寿命化に伴い、ダブルケアに悩む人々の増加が想定されます。 

   また、ダブルケアを行う職に就いていない女性の約６割が就業を希望しており、うち８割が非正規雇用を希

望していることが明らかとなっています。 

さらに、男女別にみると、ダブルケアに直面した場合の就業への影響は女性の方が大きいこと、また、女

性は男性より周囲からの手助けが少ないこと等も明らかになっています。 

このような状況から、今後、育児・介護それぞれが抱える様々な課題の解決に向けて着実に取組を進め

るとともに、特に男性の家庭生活への積極的な参画について意識啓発につながる取組の強化が必要です。 

3 

 

８ 

ポジティブ・アクション 

  「積極的改善措置」のこと。男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に

対し当該機会を積極的に提供すること。 

９ 

ロールモデル 

将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える際に参考にする役割モデルのこと。 
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１０ 

メンター 

  知識や経験が豊富な先輩職員のこと。職場における人材育成法の一つとして、後輩社員のキャリア形成上の課

題や悩みについてメンターがサポートする制度を、メンター制度という。 

 

 

男性育休の体験談 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

女性管理職の方の経験談 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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（3１）多様な能力・視点を活かす社会環境の整備（ダイバーシティ１１の推進）多様な能力・視点を活かす環境の

整備 

男女共同参画社会を実現するためには、市民一人ひとりが「男女共同参画」を理解し、男女誰もがと

もにいきいきと、個性と能力を発揮できることが必要です。本市が実施した「令和 5平成３０年度人権推

進・男女共同参画に関する市民意識調査」（以下「市民意識調査」という。）によると、「男は仕事、女は

家庭」という考え方に同感しない市民の割合は、49ページ参考資料図―２で示すとおり、平成 30２０年

度（2018年度）より９．１１０．３ポイント増加しました。また、女性の働き方に関する考えは、50ページ参

考資料図―4で示すとおり、平成 30年度（2018年度）より「子どもができてもずっと職業をもちつづけ

ることがよい」と考える人が増加しています。 

しかしながら、「女性の参画・登用状況」は図－5に示すとおり、それぞれの個性と能力を発揮できてい

るとは言えない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.8% 29.1% 29.1%

27.8% 28.2% 27.8% 27.7% 27.5%

34.1%

26.8%

22.1%

24.4%
25.5%

21.9%

26.6%
25.7%

27.3%

21.2%

22.5%

22.8%
23.5%

24.8%

24.8% 25.5%
26.8%

28.5%

10.9%

7.3% 8.7%

11.1%

17.0% 16.4%

11.9% 11.9%

18.0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（図-5）女性の参画・登用状況

◆ 市の審議会等委員に占める女性の割合 

■ 県内民間企業の管理職に占める女性の割合 

● 市内小中学校の PTA会長に占める女性の割合 

▲ 市の管理・監督職に占める女性の割合 

（市各担当課調査・市関係団体調査・熊本県労働条件等実態調査報告書より作成） 
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また、８ページの図－6に示すとおり、領域別の男女の地位の平等感は、いまなお、就職や職場、しきた

りや慣習において男性が優遇されていると感じていることがわかります。より一層、多様な能力・視点を活

かす環境整備が必要と言えます。 

 

  

男性の方が非常に

優遇されている

4.6%

11.3%

11.1%

14.0

1.2

16.7

8.0%

8.1%

どちらかといえば

男性の方が優遇

されている

39.6%

43.6%

48.9%

47.2

9.9

55.4

32.7%

49.4%

平等である

31.5%

28.9%

25.2%

23.1

68.9

16.7

37.1%

21.4%

どちらかといえば

女性の方が優遇

されている

6.6%

4.6%

2.3%

7.1

2.9

2.2

4.0%

5.3%

女性の方が非常に

優遇されている

2.0%

2.7%

1.5%

1.4

1.1

0.5

0.8%

2.0%

わからない

13.4%

6.8%

9.1%

4.8

13.7

6.3

15.3%

10.9%

無回答

2.2%

1.8%

1.8%

2.4

2.4

2.2

2.2%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

（１）法律や制度の上で

n=520

（２）家庭生活で

n=520

（３）就職の際

n=520

（４）職場で

n=520

（５）学校教育の場で

n=520

（６）しきたりや習慣で

n=520

（７）地域活動の場で

n=520

（８）社会全体で

n=520

％

％

％ ％

％ ％

％

n=603

n=603

n=603

n=603

n=603

n=603

n=603

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

※男女別データは参考資料図ー１２を参照 

 

（図－6）領域別にみた男女の地位の平等感 

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 

％ ％ 

％ 

％ ％ 

％ 

％ 

％ 

％ 

n=603 
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（６）だれもが自分らしく生きるダイバーシティの推進のための環境整備貧困、高齢、障がい等により困難を抱え

た女性等が安心して暮らせる環境の整備並びに性的マイノリティへの支援・社会参画促進 

約７４万人の熊本市民が暮らす中で、一人ひとりが置かれた生活環境には違いがあり、また、国籍や年齢、 

障がいの有無、性的指向１２や性自認１３等を含む性のあり方等も多様です。このような違いを互いに認め合

い、等しく社会参画できる機会を確保し、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めることは、「上質な生活都市」

を目指す本市にとって大変重要なテーマです。 

このような中、経済的に厳しい状況に置かれているひとり親家庭等は増加傾向にあり、複数の困難な事

情を同時に抱えているケースやワーキングプア１４等の様々な問題があります。 

このような問題の解決に向けて、ひとり親家庭における安定した就労による自立の実現等、一人ひとりに

寄り添ったきめ細かな支援は、様々な格差による貧困の連鎖を防止し、次世代を担う子どもたちの健やかな

成長を支える観点からも、今後も積極的な取組が必要です。 

また、貧困、高齢、障がい、外国人に関しては、例えば母子世帯等のひとり親や、働き方の影響による低収

入の高齢女性等、生活上の困難を抱える女性がいたり、性的マイノリティ１５も性的指向または性別違和１６

等を理由とした生きづらさを抱える等、困難な状況に置かれている現状にあります。 

このような方々に対する支援や、積極的に社会参画できる機会の確保は、社会的・経済的自立や健康づ

くりに欠かせないものであり、さらには社会の多様性の確保という観点からも大変重要であるため、これま

で以上に積極的な施策の展開が必要です。 

 

 

  

家計にゆとりがあ

り、全く心配なく暮ら

している

12.6%

13.1%

12.5%

家計にあまりゆとりはな

いが、それほど心配なく

暮らしている

48.8%

46.1%

51.3%

家計にゆとり

がなく、多少

心配である

27.7%

27.8%

27.6%

家計が苦しく、

非常に心配である

9.1%

11.4%

7.7%

その他

0.8%

1.2%

0.6%

無回答

1.0%

0.4%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全 体

n=520

男性

n=221

女性

n=292

n=245

n=351

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

（図－7）経済的な暮らし向きについて 

n=603 
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（５）男女共同参画への関心や理解の促進 

「男女共同参画社会は２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と明記された基本法の制定から

２０年が経過しようとしています。市民意識調査では、図－７が示すとおり、３人に２人が「男女共同参画社

会」という用語を知っている人が８割近くまで増加しています。また、前述したように「男は仕事、女は家

庭」という考えに同意しない市民の割合は増え、「仕事優先」より「仕事と家庭生活と地域・個人の生活

家庭優先」または「仕事と家庭生活の両立」を希望する市民の割合も増える等、市民の男女共同参画の

意識は向上しているものと考えられます。 

しかしながら、希望する生活と現実の生活には大きなギャップがあり、育児・介護を含めた家事の分担

についても、夫と妻で大きな差があります。 

一方で、市民意識調査では、経済的な暮らし向きについて「心配なく暮らしている」と答えた人が約６

割に対し、「家計が苦しく非常に心配である」という人も約１割います。特に、ひとり親家庭や非就業形態

が「非常勤・臨時・パート」の世帯で「家計が苦しく非常に心配である」という人が他の家族構成より最も

多くなっています。 

男女がともにいきいきと個性と能力を発揮し、希望する生活を送ることが可能な社会の実現が必要で

す。引き続き、より多くの市民や事業者が男女共同参画の実現を自らの課題として関心を持つとともに、そ

の意義を理解し、取り組んでいくことが重要です。 

 

4 

 

1１ 

ダイバーシティ 

  「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会のことをダイ

バーシティ社会という。本計画の推進は、「男女」にとどまらず、性的指向・性自認（性同一性）に関すること等も

含め、多様な人々を包摂し、全ての人が幸福を感じられる社会の実現にもつながるものであり、本計画には性

的マイノリティも含んでいる。 

１２ 

 性的指向 

  人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向

かう異性愛（ヘテロセクシュアル）、同性に向かう同性愛（ホモセクシュアル）、男女両方に向かう両性愛（バイ

セクシュアル）を指す。 

１３ 

 性自認 

  「男性」、「女性」、「男性と女性のどちらでもある」、「どちらでもない」などといった、自分がどの性別であるか

の認識のこと。生物学的性別と一致する人もいれば、一致しない人もいる。 

１４ 

ワーキングプア 

  パートタイムや派遣労働などの非正規雇用の増加に伴い、正規雇用者 （正社員） と同じようにフルタイムで働

いているにもかかわらず、貧困から抜け出せない状態や就業者のこと。 
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1５ 

性的マイノリティ 

性的指向や性自認、性表現等が典型的でないとされる人々のこと。セクシュアル・マイノリティともいう。具体的に

は、同性愛者、両性愛者、トランスジェンダーなどが含まれるが、男女どちらにも恋愛感情を抱かない人や、自分

自身の性を決めない・分からない人など、多様な性が存在する。 

１６ 

 性別違和 

  性自認と出生時に割り当てられた性別が調和しないことによる苦悩のこと。 

 

75.2

90.4

90.0

63.8

2.9

65.3

88.3

85.0

44.6

1.7

66.4

89.7

90.2

27.3

2.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

男女共同参画社会

セクシュアル・ハラスメント

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）

ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）

見たり聞いたりしたものはない

令和5年度

n=520

平成30年度

n=749

平成25年度

n=941

(%)

（図－8） 男女共同参画に関する用語の認知度（年度別） 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

 

 

削除 
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（4２）男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立 

平成 28 年（2016 年）４月に２度にわたって本市を襲った熊本地震により、市民生活は多大な影響を

受けました。 

発災後、最大で１１万人に及ぶ市民が避難を強いられ、その中には援護や配慮を必要とする高齢者や

障がい者、妊産婦や子ども連れの方、外国人、性的マイノリティの方等も多く含まれました。このような方々

は避難所へ行くことを躊躇したり、避難所内でも不自由な生活を余儀なくされた等、様々な課題が震災後

に実施された複数のアンケートからも浮かび上がりました。 

また、避難所運営における運営方針や方法についての話し合いの場に、女性をはじめとした多様な主体

の意見が反映される仕組みが無かったり、震災後に増大した家事・育児・介護等の家庭的責任が女性に

集中したりする等、根強い固定的性別役割分担意識１７が原因となっているものと考えられる課題も多く挙

がりました。 

さらに、震災からの復旧・復興にあたっては、復興に関する各種の有識者会議や復興計画策定・推進の

ための委員会、復興まちづくりを話し合う協議会等の構成員への女性の参画を拡大することや、被災地に

おける支援や復興に従事する職員へ男女共同参画の視点に基づく対応の理解を促進する研修の実施等、

復興体制の整備が必要であることが、東日本大震災をはじめとした過去の被災地における教訓として指

摘されています。 

いつどこで発生するか分からない大規模災害に備えるためにも、平時から男女共同参画の視点に立っ

て避難所運営に様々な意見を反映する仕組みづくりを進める等、日頃から地域で体制を整備しておくこと

が必要となります。 

また、災害からの復興期においては、復興需要に伴い求人数が増加しやすい建設・運輸業等において

女性の入職率が低いといった課題もあり、雇用における人材不足を解消するためにも、どのような職種で

あっても女性が働きやすい職場環境を整備し、積極的な社会参画を促進していく等、男女共同参画の視

点に立った各施策の展開は、復興段階においても重要な視点となります。 

いまだ震災前の暮らしを取り戻すことができずに不自由な生活を余儀なくされている市民が多数いる状況を

踏まえ、市民生活の再建や地域経済の復興に向けて、全ての市民が力を合わせて取り組んでいく必要がありま

す。 

 

5 

  

 

１７ 

固定的性別役割分担意識 

  男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、「男は仕事・女は家

庭」等のように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 
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とても必要

だと思う

53.4%

24.4%

61.0%

51.4%

56.4%

60.2%

50.4%

63.0%

どちらかといえば

必要だと思う

34.2%
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29.4%

33.5%

33.7%

30.7%

36.3%

27.0%

どちらかといえば

必要ないと思う

2.0%

10.0%

2.0%

4.5%

1.7%

2.3%

3.6%

1.5%

全く

必要ないと思う

0.7%

3.2%

0.5%

1.5%

0.5%

0.3%

1.5%

0.8%

わからない

7.5%

15.8%

4.8%

7.0%

5.0%

4.0%

5.3%

5.3%

無回答

2.3%

2.8%

2.3%

2.2%

2.8%

2.5%

2.8%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

防災計画の策定の場に男女が

ともに参画する

自治会や地域の自主防災組織

の女性リーダーを増やす

避難所の運営マニュアルに

男女双方の視点を反映させる

避難所運営の責任者に男女が

ともに加わる

男女のニーズの違いに応じた

相談や情報提供を行う

男女の違いに配慮した救援医療

や健康支援を行う

復興まちづくりの内容などを決

める場に男女がともに参画する

発災後に増加が懸念される性

暴

力やＤＶへの対策を強化する

（図－8）防災や復興における男女共同参画の視点の必要性について 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

※男女別データは参考資料図ー１３を参照 
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（５４）暴力の根絶と人権の尊重 

ＤＶやセクハラ等の女性に対する暴力は、男女共同参画社会を実現する上での大きな阻害要因であり、

人権侵害行為です。 

本市では、平成 26年（2014年）１０月に熊本市配偶者暴力相談支援センター事業を開始し、相談体

制の充実や相談員の資質の向上、関係機関との連携強化による支援体制の整備等に取り組んできたほ

か、市民への啓発講座の開催や啓発資料の配布等、暴力の根絶に向けた被害の未然防止にも努めてきま

した。 

しかしながら、市民意識調査では図－9が示すとおり約６人に１人の約４割の女性が何らかのＤＶ被害経

験があると回答しています。また、４３５０ページの参考資料図－５６のＤＶ相談件数の状況が示すとおり、近

年は相談件数が高水準のまま推移しています。 

さらには、４４ページの参考資料図－７８のとおり、ＤＶを受けた際の対処として、平成２０年度及び平成２５

年度と同様、何らかのＤＶ被害を受けた方の半数以上が「我慢した」と回答しています。 

一方で、「第三者や相談機関に相談した」は２割未満で、平成 30２０年度（2018年度）より増加してい

るものの、依然として低い水準です平成２５年度より減少しています。 

以上のことから、今後より一層のＤＶ等暴力を許さない意識づくり、支援体制の強化等が必要です。 

 

  

11.5%

8.0%

14.0%

88.5%

92.0%

86.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

全 体

n=603

男 性

n=245

女 性

n=351

（図－９）これまでのＤＶ経験の有無 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

あった なかった・無回答 
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（３）新たなＤＶ被害や様々なハラスメントへの対応 

また、恋人間で起こるＤＶを「デートＤＶ」といいますが、近年のスマートフォンの普及やソーシャル・ネット

ワーキング・サービス（ＳＮＳ）１８の利用者増加等に伴い、これらを活用し相手の行動を制限する等の行為

が若者の間で問題となっています。こうした交際相手からのＤＶや性犯罪等の暴力は一層多様化しており、

新たな形の暴力に対して迅速かつ的確に対応していく必要があります。 

   また、配偶者等からの暴力の被害者が高齢者、障がい者、外国人、性的マイノリティ等である場合は、個別

の事情に十分に配慮し、これらの被害者の支援に当たっては暴力の形態や被害者の属性等に応じてきめ

細かく対応する視点が不可欠です。とりわけ、子どもがいる家庭におけるＤＶでは、被害者のみならず、面

前ＤＶにより子どもにも悪影響を与えることを十分考慮し、関係機関等と緊密に連携した対応が必要です。 

一方、これまでは男性がＤＶの加害者であることが多く、ＤＶ被害を受けることはあまり想定されてきませ 

んでしたが、市民意識調査の結果によると、１１ページの図－9 で示すとおり、男性の約８２５％が何らかの

ＤＶ被害を受けたと回答しています。また、１８ページの図－10 が示すとおり、第三者や相談機関に相談し

た割合は女性と比べて低く、特に男性はこうあるべき等の固定的性別役割分担意識が被害者本人やそ

の周囲にあることで、相談につながりにくい現状があるものと考えられます。このような点も踏まえた対策

をおこなっていく必要があります。 

さらには、平成２８年４月の熊本地震により甚大な被害を受けた市民も多く、生活環境の急激な変化に

よるストレス等から、そのはけ口が身近な配偶者や恋人等へ向かうことも危惧されます。 

以上のようなことからも、相談窓口情報の周知や被害者の立場に立った相談体制の充実を図るとともに、

早い段階から人権教育や啓発事業を通じて、ＤＶが人権侵害行為であり決して許されないことであるとの

認識を、これまで以上に定着させていく必要があります。 

   加えて、近年、職場におけるパワーハラスメント１９やセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等の

様々なハラスメント行為が社会問題となっています。平成 11 年（1999 年）の改正男女雇用機会均等法

において、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主に義務づけられていますが、いまだ

セクシュアルハラスメントに対する職場環境の整備が大きな課題となっています。 

また、令和２年（2020 年）６月平成２９年１月には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律（改正男女雇用機会均等法）及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（改正育児・介護休業法）が施行改正され、職場におけるパワーハラスメント

防止のために、雇用管理上必要な新たに妊娠・出産・育児等に関するマタニティハラスメントについても防

止措置を講じることが事業主に義務づけられました。 

これらのハラスメント行為は、相手の尊厳や人格を傷つける許されない行為であるとともに、労働者の能

力発揮の機会を奪うだけでなく職場環境を悪化させるものであり、予防や解決に向けた早急な取組が必

要です。 

 

6 

 

１８ 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ） 

  友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的とするコミュニティ型のサービスの

こと。 
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１９ 

職場におけるパワーハラスメント 

同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を

超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為。上司から部下へのいじめ・嫌がらせを

指して使われる場合が多いが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもある。 

 

（図－１０） ＤＶ被害を受けた際の対応（男女別） 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

69.0%

25.3%
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19.6%

10.8%

12.7%

1.9%

74.4%

34.9%

39.5%

7.0%

7.0%

9.3%

4.7%

66.7%

21.9%

30.7%

24.6%

11.4%

14.0%

0.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

我慢した

謝った（なだめた）

抵抗、反撃した

第三者や相談機関に相談した

逃げた

恐怖で何もできなった

その他

全体 n=158

男性 n=43

女性 n=114
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 ３ 中間見直しの背景及び方向性 

  （１）背景 

    ①国際的な動き 

令和５年（２０２３年）６月に公表されたジェンダー・ギャップ指数２０で、日本は１４６か国中１２５位（令

和５年（２０２３年）６月時点）と低い状況から見ても、依然として男女間格差が大きい状況が続いていま

す。 

 ジェンダー・ギャップ指数が低いことは、男女間の雇用格差や賃金格差、女性に対する暴力の増加など

の拡大に繋がるため改善が急務となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ②国及び社会経済情勢の変化 

生産年齢人口における女性の就業率は、令和 3 年（2021 年）で７１．３％と計画策定時に比べ増加

しているなか、令和 3年（2021年）６月には男性の育児休業取得促進や介護休業の取得要件の緩和

等のため「育児・介護休業法」が改正されるなど、徐々にではありますが格差解消に向けた整備が進め

られています。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたテレワーク２１等の柔軟な働き方の推進や 

        孤独・孤立の問題等の新たな課題も出てきており、国の「女性デジタル人材育成プラン」の決定、「困難 

        な問題を抱える女性への支援に関する法律」の制定、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多 

        様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の制定、また、いわゆるサラリーマンの夫と専業主婦か 

ら成る世帯を前提とした「昭和モデル」から、全ての人が希望に応じて家庭でも仕事でも活躍できる 

「令和モデル」への切替の提唱等、新たな制度、法律や目指すべき社会像が出てきており、本市におい 

ても変化する社会経済情勢の変化に対応した取組を行っていく必要があります。7  

 

２０ 

ジェンダー・ギャップ指数 

スイスの非営利団体「世界経済フォーラム」が、経済、教育、保健、政治の分野毎に各使⽤データをウェイト付けし

て算出している。男性に対する女性の割合（女性の数値／男性の数値）を示しており、０が完全不平等、１が完全

平等を示している。 

（世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書（２０２３）に基づき作成された内閣府資料から引用） 

（図－１１） ジェンダーギャップ指数２０２３年 
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（２）方向性 

中間見直しでは、計画策定時からの諸課題の状況を分析し、成果指標の目標値の修正や社会経 

 済情勢の変化等で起きた新たな課題に対する取組を追加する等の見直しを行います。 

 

  

 

２１ 

テレワーク 

情報通信技術（ＩＣＴ）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。 

70.9% 70.6% 71.3%

77.7% 77.4%
78.6%

84.2% 83.8% 83.9%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

令和元年度 令和2年度 令和3年度

5～64歳女性 25～44歳女性 15～64歳男性

（図－１２） 生産年齢人口における就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省「労働力調査（基本集計）」を基に作成） 
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１ 第２次計画の基本的な考え方方針 

（１）基本理念計画の基本的方針 

本市では、熊本市男女共同参画推進条例に基づき、次の基本理念を踏まえ、男女共同参画の推進に取

り組みます。 

【基本理念】 条例の基本理念を踏まえ、男女共同参画の推進に取り組みます  

① 多様性の尊重 

   誰もが互いに人権を尊重し、性別による差別や権利の侵害を行わないようにし、  

それぞれの能力が発揮できる機会を確保します。 

② 男女の社会活動への共同参画 

 男性も女性も、社会の対等な構成員として、社会での様々な活動に参画できる機 

会を確保します。 

③ 家庭生活における活動と他の活動への配慮 

男性も女性も、互いの協力と社会の支援のもとで、子育てや介護等家族の一員と 

しての役割を果たし、また、仕事や地域活動等様々な活動を行うことができるよう 

に配慮します。 

   

（２） 目指す将来像 

本計画では、本市が目指す将来像を、次のとおりとします。計画では、目指す本市の将来像を、 

 

目指す将来像 誰もがともにいきいきと、個性と能力を発揮できるまち 

 

これはとし、誰もがひとりの人間として互いの人権を尊重し、ともに平等に社会参画する機会が確保され、

様々な分野でその個性と能力を十分発揮できる、豊かで活力ある「上質な生活都市」を目指すものです。 

  

第１次計画では、熊本市男女共同参画推進条例に基づく「基本理念」を、①男女の人権の尊重、

②男女の社会参画の共同参画、③家庭生活における他の活動へ配慮、「目指す将来像」を「男女が

ともにいきいきと、個性と能力を発揮できるまち」と定めておりました。 

 

しかしながら、第２次計画においては、国の第４次男女共同参画基本計画や第４次熊本県男女共

同参画計画を踏まえ、上記のとおり第１次計画の趣旨を尊重しながら、男女共同参画の視点に加えて

性的マイノリティへの配慮の観点から、基本理念の「男女の人権の尊重」を「多様性の尊重」へ、目指

す将来像の「男女が」を「誰もが」に修正しています。 

第３章  第２次計画の基本的な考え方方針及び具体的施策 
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（２）重点的取組事項 

    

   第２次計画中間見直し策定にあたっての新たな課題を踏まえ、以下の①から⑤を第２次計画における重点

的取組事項とします。 

 

①男女共同参画への関心や理解の促進及び男女でともに参画する地域活動の推進 

男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立（新規） 

 ② 男女の働き方の見直し及び職業生活における女性の活躍推進 

    ・長時間労働を前提とした旧来型の労働慣行等の変革（働き方改革）及び仕事と生活の調和 

（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

    ・子育てと介護の同時進行（ダブルケア）への対応 

   ③ 多様な能力・視点を活かす社会環境の整備（ダイバーシティ※の推進）（新規） 

    ・貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備並びに性的マイノリティへ

の支援・社会参画促進 

   ④ 男女共同参画の視点に立った地域防災・復興体制の確立（新規） 

  ⑤ 暴力の根絶と人権の尊重 

    ・増加するＤＶ被害者への対応と若年層へ向けたデートＤＶに対する啓発の推進 

 

 

 

（３）計画の成果指標目標設定 

本市第７次総合計画に掲げる次の検証成果指標を、計画の達成度を測る成果指標とします。 

 

（４）計画期間 

本計画の計画期間は、２０１９年度（平成３１年度（２０１９年度）～ 令和９年度（２０２７６年度）とし、１年

間延長します。 

また、本市第７次総合計画の終了年である令和５年度（２０２３年度）に中間見直しを行いました。第８次

総合計画の中間見直し年である令和９年度（2027年度）に、本計画の総合的な検証を行います。 

 

成果指標 基準値 

（平成 30年度） 
実績値 

（令和 4年度） 
目標値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和 9年度） 

男女がともに参画している社

会と感じる市民の割合 
３１．４％ ２８．７％ 上昇 

３５.０％ 

上昇 

性別による固定的役割分担

意識を持たない市民の割合 
７９．８％ ８２．３％ 上昇 

８５．０％ 

上昇 
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（５５）市民・事業者・市の役割 

市民・事業者・市それぞれが、男女共同参画についての理解を深め主体的に取り組むとともに、それぞ

れが役割を果たしながら、互いに連携・協働して取り組むことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   （条例第４条、第５条、第６条、第１３条より） 

「市民」の役割 

 

・ 男女共同参画について理解を深めます 

 

・ 家庭・職場・地域等で、積極的に男女共同参

画の推進に努めます 

 

・ 計画の具体的施策へ協力するよう努めます 

「市」の役割 

 

・ 男女共同参画の推進に関する施策を総合的

に実施します 

 

・ 市民や事業者、国、県等との連携に努めます 

 

・ 市民や事業者の活動に、情報の提供等の必

要な支援を行います 

「事業者」の役割 

 

・ 事業活動において積極的に男女共同参画の

推進に努めます 

 

・ 仕事と家庭生活の両立ができる就業環境の

整備に努めます 

 

・ 計画の具体的施策へ協力するよう努めます 

【 図－１3 各役割概念図 】 
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２ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

６  政策・方針決定過程への女性の参画促進 

７  市役所における男女共同参画の推進 

８  女性の起業・就業支援 

９  女性のキャリアアップ支援 

１０ 多様な働き方への理解を促す情報の提供 

１  児童・生徒の男女共同参画の意識を育む教育・学習の 

充実 

２  男女共同参画への理解を広げる啓発・学習の充実 

１８ ＤＶ相談体制の強化と被害者の自立支援 

目指す

将来像 

目標 

施策の方向性 具体的施策 

１１ 事業者と連携したワーク・ライフ・バランスの推進 

Ⅰ 教育や啓発を通じた男女共同参

画の推進 

Ⅲ あらゆる暴力を許さない社会の 

実現 

（熊本市配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する基本計画） 

３  地域における男女共同参画の推進 

１７ 暴力（ＤＶ・セクハラ等）を許さない基盤づくり 

１３ 家庭生活等仕事以外の生活への男性の参画支援 

１２ 子育て・介護に関する支援 

Ⅱ 市民一人ひとりが活躍できる 

社会環境の整備 

（熊本市女性の職業生活における活躍 

推進計画） 

１４ 貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた女性等が安心して

暮らせる環境の整備 

※ 重●  ・・・重点的取組事項（２9６ページを参照） 

４  男女共同参画の視点に基づく地域防災の推進と復興 

体制の確立 

５  男女共同参画センターはあもにいの機能充実 

誰
も
が
と
も
に
い
き
い
き
と
、個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
ま
ち 

１５ 性的マイノリティへの支援・社会参画促進 

１６ 生涯を通じ健康であるための支援 

重① 

重② 

重③ 

重③ 

重③ 

重③ 

重③ 

重④ 

重④ 

重⑤ 



29 

 

３ 重点的取組事項 

  第２次計画中間見直し策定にあたっての新たな検証及び課題を踏まえ、以下の①から⑤を第２次計画 

における重点的取組事項とします。 

 

  

重点的取組① 男女共同参画への関心や理解の促進及び男女でともに参画する地域活動の推進 

重点的取組② 
男女共同参画の視点に立った地域防災の推進 

男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立        

重点的取組③ 
子育て支援や多様な働き方の推進 

男女の働き方の見直し及び職業生活における女性の活躍推進 

重点的取組④ 
だれもが自分らしく生きるダイバーシティの推進のための環境整備 

多様な能力・視点を活かす社会環境の整備（ダイバーシティの推進） 

重点的取組⑤ 
暴力の根絶と人権の尊重 

増加するＤＶ被害者への対応と若年層へ向けたデートＤＶに対する啓発の推進 
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    社会の各分野に、男女誰もがともに対等な構成員として、意欲を持って参画でき、その個性と能力を発揮で

きるための意識の醸成に取り組みます。 

また、熊本地震の経験を踏まえ、男女共同参画の視点に基づく地域活動や地域防災の推進や復興体制の

確立に努めます。 

さらに、本市における男女共同参画推進の拠点である男女共同参画センターはあもにいの機能充実に努め

ます。 

成果指標 基準値 

（平成 30年度） 
実績値 

（令和 5年度） 

目標値 

（令和 5年度） 

目標値 

（令和 98年度） 

地域活動への参加率（％） 

４１．３% 

男性４１．３％ 

女性４０．７％ 

３８．5％ ６０.０％ ６０．０％ 

 

 

具体的施策１ 児童・生徒の男女共同参画の意識を育む教育・学習の充実 

番号 具体的取組 取組局 

① 

学校での全ての教育活動における男女平等に関する教育の推 

進と教職員に対する女性の人権等に関する人権教育研修の実 

施 

教育委員会事務局 

② 

一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤とな 

る能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す 

教育の実施 

教育委員会事務局 

③ 
男女の協力、家族・家庭の意義、生活設計等の学習を通し 

て男女共同参画を推進する家庭科教育の充実 

教育委員会事務局 

 

 

 

    

   

  ・学校での全ての教育活動における男女平等に関する教育の推進と教職員に対する女性の人権等 

に関する人権教育研修の実施（教育委員会事務局） 

  ・一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、 

キャリア発達を促す教育の実施（教育委員会事務局） 

  ・男女の協力、家族・家庭の意義、生活設計等の学習を通して男女共同参画を推進する家庭科 

教育の充実（教育委員会事務局） 

施策の方向性Ⅰ  教育や啓発を通じた男女共同参画の推進 

具体的施策１ 児童・生徒の男女共同参画の意識を育む教育・学習の充実 

第４章  具体的施策の展開 
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具体的施策２ 男女共同参画への理解を広げる啓発・学習の充実 

番号 具体的取組 取組局 

① 社会の各分野への男女共同参画に関する出前講座の実施 文化市民局 

② 
啓発紙や男女共同参画週間記念事業ＤＶＤ等による男女共同

参画に関する情報の提供 
文化市民局 

③ 

「ワーク・ライフ・バランスの推進に関する講座」「男女共同参画

に関する基本的な講座」「はあもにいウィメンズカレッジ」 「男女

共同参画に関する基礎講座」等の男女共同参画啓発セミナーの

開催 

文化市民局 

 

④ 家庭が果たすべき役割等家庭教育に関する学習会の開催 
教育委員会事務局 

文化市民局 

⑤ 
市政広報における男女共同参画の視点に留意したガイドラ 

インの発信情報発信 
文化市民局 

 

    

 

・社会の各分野への男女共同参画に関する出前講座の実施（文化市民局） 

・啓発紙や男女共同参画週間記念事業ＤＶＤ等による男女共同参画に関する情報の提供（文化市民局） 

・「ワーク・ライフ・バランスの推進に関する講座」「男女共同参画に関する基本的な講座」「はあもにいウィメ 

ンズカレッジ」 「男女共同参画に関する基礎講座」等の男女共同参画啓発セミナーの開催（文化市民局） 

・家庭が果たすべき役割等家庭教育に関する学習会の開催（教育委員会事務局、文化市民局） 

・市政広報における男女共同参画の視点に留意したガイドラインの発信情報発信（文化市民局） 

 

具体的施策３ 地域における男女共同参画の推進 

番号 具体的取組 取組局 

① 

男女共同参画の視点を取り入れた施策等の自治会等地域への 

周知・情報提供男女共同参画地域推進員、まちづくりサポータ 

ー、等の人材の育成と活用 

文化市民局 

各区 

② 
公民館、児童館、地域コミュニティセンター等の地域の拠点 

施設における男女共同参画に関する事業の展開 

文化市民局 

こども局健康福祉局 

③ 
男女共同参画週間記念講演会等での地域における男女共同参

画の啓発女性の参画にかかる例の情報提供 
文化市民局 

④ 
くまもとポイント事業等を活用した地域での男女共同参画の推

進ＰＴＡ活動等地域活動への男性の参加の促進 

文化市民局、健康福祉局、

こども局、各区） 

⑤ 
男女共同参画センターはあもにいと連携した各区での啓発 

事業の実施 

文化市民局 

各区 

    

 

具体的施策２ 男女共同参画への理解を広げる啓発・学習の充実 
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  ・自治会、各区まちづくり懇話会等における男女共同参画の視点を踏まえたワークショップ等の 

展開男女共同参画地域推進員、まちづくりサポーター、等の人材の育成と活用（文化市民局、各区） 

・公民館、児童館、地域コミュニティセンター等の地域の拠点施設における男女共同参画に関する 

事業の展開（文化市民局、こども局健康福祉局） 

・男女共同参画週間記念講演会等での地域における男女共同参画の啓発女性の参画にかかる好事 

例の情報提供（文化市民局） 

・市民ポイント事業等を活用した地域での男女共同参画の推進ＰＴＡ活動等地域活動への男性の 

参加の促進（文化市民局、健康福祉局、こども局、各区） 

・男女共同参画センターはあもにいと連携した各区での啓発事業の実施（文化市民局、各区） 

 

 

具体的施策４ 男女共同参画の視点に基づく地域防災の推進と復興体制の確立（新規） 

番号 具体的取組 取組局 

① 
男女共同参画の視点に基づく防災体制の推進と地域防災計 

画・避難所運営マニュアル等の整備への位置づけ 

政策局 

各区 

② 
男女共同参画の視点を持った女性地域防災リーダーの育成とネ

ットワーク形成への支援 

政策局 

文化市民局 

各区 

③ 
防災出前講座の開催等を通じた男女共同参画に基づく防災意

識の啓発 

文化市民局 

各区 

④ 
要配慮者子育て中の女性等への熊本地震の影響に関する調

査・研究等に基づく防災・復興体制の確立 

政策局 

文化市民局 

健康福祉局 

こども局 

 

 

    

 

  ・男女共同参画の視点に基づく防災体制の推進と地域防災計画・避難所運営マニュアル等への位置 

づけ（政策局、各区） 

・男女共同参画の視点を持った女性地域防災リーダーの育成とネットワーク形成への支援（政策局、 

文化市民局、各区） 

・防災出前講座の開催等を通じた男女共同参画に基づく防災意識の啓発（文化市民局、各区） 

・要配慮者子育て中の女性等への熊本地震の影響に関する調査・研究等に基づく防災・復興体制の 

確立（政策局、文化市民局、健康福祉局、こども局） 

 

 

具体的施策３ 地域における男女共同参画の推進 

具体的施策４ 男女共同参画の視点に基づく地域防災の推進と復興体制の確立（新規） 



33 

 

具体的施策５ 男女共同参画センターはあもにいの機能充実 

番号 具体的取組 取組局 

① 

「はあもにいフェスタ」「ミモザフェスティバル」「市民グル 

ープ企画」の開催等、市民ニーズを捉えた意識啓発や社会参 

画支援のための事業の実施 

文化市民局 

② 男女共同参画社会を目指す団体等の活動支援及び情報提供 文化市民局 

③ 
夫婦や家族・生き方等に関する講座の実施及び男女共同参画 

に関する情報の収集・提供 
文化市民局 

④ 
地域団体、ＮＰＯ、学校、事業者等様々な主体とのネットワ 

ークの構築を図る事業の実施 
文化市民局 

 

 

 

  ・「はあもにいフェスタ」「ミモザフェスティバル」「市民グループ企画」の開催等、市民ニーズ 

を捉えた意識啓発や社会参画支援のための事業の実施（文化市民局） 

  ・男女共同参画社会を目指す団体等の活動支援及び情報提供（文化市民局） 

  ・夫婦や家族・生き方等に関する講座の実施及び男女共同参画に関する情報の収集・提供 

（文化市民局） 

  ・地域団体、ＮＰＯ、学校、事業者等様々な主体とのネットワークの構築を図る事業の実施 

（文化市民局） 

  

具体的施策５ 男女共同参画センターはあもにいの機能充実 
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    政策・方針決定過程に男女誰もがともに参画できる機会の確保とともに、女性がその能力を発揮できるため

の支援を行います。 

特に、働き方改革を促進しワーク・ライフ・バランスを図っていくため、市民や事業者に対して、その意義や成

果について周知するとともに、社会全体で育児や介護等を支える環境づくりに取り組みます。また、今後の女性

活躍推進法の改正等も視野に入れながら、時勢の変化に伴う諸制度の改正等にも柔軟に対応できるよう取り

組みます。 

さらには、男女の身体的違いも踏まえ、各ライフステージに対応した適切な健康保持・増進を支援します。 

なお、施策の方向性Ⅱについて、女性活躍推進法第６条第２項に規定する市町村推進計画として位置づけ、

「熊本市女性の職業生活における活躍推進計画」とします。（３ページ及び２６ページ参照） 

 

成果指標 基準値 

（平成 30年度） 
実績値 

（令和 5年度） 

目標値 

（令和 5年度） 

目標値 

（令和 98年度） 
民間企業の管理職における女性

の割合 
１４．０％ １６．６％ ２５．０％ 30．０％ 

市の審議会等における女性委員

の割合 
２８．３％ ３６．３％ ４０．０％ 

40.0～60.0％ 

４０．０％ 

ワーク・ライフ・バランスの用語の

認知度 
４４．６％ ６３．3％ ５０．０％ 

９０．０％ 

６０．０％ 

 

具体的施策６ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

番号 具体的取組 取組局 

① 市の審議会等や行政委員会における女性の登用促進 

総務局 

文化市民局 

教育委員会事務局 

選挙管理委員会事務局 

人事委員会事務局 

監査事務局 

農業委員会事務局 

財政局 

② 
「男女共同参画社会実現に向けた企業実態調査」等の機会を 

捉えた、事業所における女性の登用促進 
文化市民局 

③ 学校における女性校長・教頭等の登用促進のための環境整備 教育委員会事務局 

④ 
様々な分野で活躍している女性の情報を掲載している「女性 

人材リスト」の充実と活用 
文化市民局 

⑤ 「はあもにいウィメンズカレッジ」等女性の社会参画の必要性や 文化市民局 

施策の方向性Ⅱ  市民一人ひとりが活躍できる社会環境の整備 

（熊本市女性の職業生活における活躍推進計画） 
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意欲を高める講座の実施 

 

 

 

 

  ・市の審議会等や行政委員会における女性の登用促進（総務局、文化市民局、教育委員会事務局、選 

挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、財政局） 

  ・「男女共同参画社会実現に向けた企業実態調査」等の機会を捉えた、事業所における女性の登 

用促進（文化市民局） 

  ・学校における女性校長・教頭等の登用促進のための環境整備（教育委員会事務局） 

  ・様々な分野で活躍している女性の情報を掲載している「女性人材リスト」の充実と活用 

（文化市民局） 

  ・「はあもにいウィメンズカレッジ」等女性の社会参画の必要性や意欲を高める講座の実施 

（文化市民局） 

 

具体的施策７ 市役所における男女共同参画の推進 

番号 具体的取組 取組局 

① 
女性の管理・監督職の登用促進に向けた環境の改善公平な人

事評価に基づく管理・監督職への女性の登用促進 
総務局 

② 
ポジティブ・アクションの推進にあたっての女性職員のキャ 

リア形成への支援 
総務局 

③ 
年次有給休暇等の取得促進や超過勤務の削減等、市役所にお

けるワーク・ライフ・バランスの推進等、職場環境の整備 
総務局 

④ 
各種ハラスメントや性的マイノリティに関する職員研修の 

実施 

総務局 

文化市民局 

 

 

 

  ・女性の管理・監督職の登用促進に向けた環境の改善公平な人事評価に基づく管理・監督職への 

女性の登用促進（総務局） 

・ポジティブ・アクションの推進にあたっての女性職員のキャリア形成への支援（総務局） 

・年次有給休暇等の取得促進や超過勤務の削減、男性の育児休業取得促進市役所におけるワーク・ラ 

イフ・バランスの推進等、職場環境の整備（総務局） 

・各種ハラスメントや性的マイノリティに関する職員研修の実施（総務局、文化市民局） 

具体的施策８ 女性の起業・就業支援 

番号 具体的取組 取組局 

① 
「資格取得講座」「再就職支援セミナー」「働き方相談所」等、就

労に結びつく学習機会、相談の実施 

経済観光局 

文化市民局 

具体的施策６ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

具体的施策７ 市役所における男女共同参画の推進 
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② 
マザーズハローワーク等の関係機関との連携による子育て中の

女性の就業に関する情報提供 

文化市民局 

経済観光局 

③ 
起業家支援セミナー」の開催等、女性の起業への支援及び雇用

の創出のためのセミナー等の開催 

文化市民局 

経済観光局 

④ 

就業機会が少ない障がい者・母子家庭の母等を継続して雇用し

た事業主への雇用奨励金や職業訓練受講料助成等の経済支

援 

経済観光局 

⑤ 
「母子・父子自立支援プログラムの策定」「母子家庭等自立支

援給付金の支給」等、ひとり親家庭に対する就労支援 
こども局健康福祉局 

⑥ 
「女性相談デー」「女性のためのビジネス合同相談会」の開催

等、女性の社会進出や新事業展開への支援 
経済観光局 

⑦ 
家族経営協定※２１締結の推進等、農水産業における女性担 

い手の育成及び活動支援 
農水局 

 

 

  ・「資格取得講座」「再就職支援セミナー」「働き方相談所」等、就労に結びつく学習機会、相談の実施（経済

観光局、文化市民局） 

・マザーズハローワーク等の関係機関との連携による子育て中の女性の就業に関する情報提供（文化市民

局、経済観光局） 

・「起業家支援セミナー」の開催等、女性の起業への支援及び雇用の創出のためのセミナー等の開催（文化

市民局、経済観光局） 

・就業機会が少ない障がい者・母子家庭の母等を継続して雇用した事業主への雇用奨励金や職業訓練受

講料助成等の経済支援（経済観光局） 

・「母子・父子自立支援プログラムの策定」「母子家庭等自立支援給付金の支給」等、ひとり親家庭に対する

就労支援（こども局健康福祉局） 

・「女性相談デー」「女性のためのビジネス合同相談会」の開催等、女性の社会進出や新事業展開への支援

（経済観光局） 

・家族経営協定※１９締結の推進等、農水産業における女性担い手の育成及び活動支援（農水局） 

8 

具体的施策９ 女性のキャリアアップ支援 

番号 具体的取組 取組局 

① 
キャリアアップための知識・スキル習得を目的としたリスキリング

の推進など、女性の活躍推進に向けた事業の実施 
文化市民局 

 

２２ 

家族経営協定 

  家族農業経営にたずさわる各世帯員が、家族間の十分な話し合いに基づき、経営方針や役割分担、世帯員全

員が働きやすい就業環境等について取り決める協定のこと。 

具体的施策８ 女性の起業・就業支援 
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② 
「女性の活躍応援協議会くまもと」の開催による経済団体や関

係機関等との連携強化 
文化市民局 

③ 
女性の起業・就業支援、キャリア アップ支援「キャリアアップセミ

ナー」等女性の意欲と能力向上を図るための講座の開催 
文化市民局 

④ 
女性の意欲と能力活用について、事業所の自主的かつ積極的

な取組を促すための情報提供 
文化市民局 

 

 

 

  ・女性デジタル人材の育成やリスキリングの推進など、女性の活躍推進に向けた事業の実施 

（文化市民局） 

・「女性の活躍応援協議会くまもと」の開催による経済団体や関係機関等との連携強化（文化市民局） 

・女性の起業・就業支援、キャリア アップ支援「キャリアアップセミナー」等女性の意欲と能力向上を図るた

めの講座の開催（文化市民局） 

・女性の意欲と能力活用について、事業所の自主的かつ積極的な取組を促すための情報提供 

（文化市民局） 

 

 

具体的施策１０ 多様な働き方への理解を促す情報の提供 

番号 具体的取組 取組局 

① 
女性のキャリアやワーク・ライフ・バランスに関する講座の開催等

による啓発及び情報の提供 
文化市民局 

② 
テレワークをはじめとした柔軟な働き方に関する講演 

会や勉強会の開催等による啓発及び就業支援 
文化市民局 

 

 

  ・女性のキャリアやワーク・ライフ・バランスに関する講座の開催等による啓発及び情報の提供 

（文化市民局） 

  ・テレワーク※２０をはじめとした柔軟な働き方に関する講演会や勉強会の開催等による啓発及び 

就業支援（文化市民局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的施策９ 女性のキャリアアップ支援 

具体的施策１０ 多様な働き方への理解を促す情報の提供 
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具体的施策１１ 事業者と連携したワーク・ライフ・バランスの推進 

番号 具体的取組 取組局 

① 
企業活動の先進的取組事例の紹介等、地場企業に向けたワー 

ク・ライフ・バランスに関する情報提供 
文化市民局 

② 
子育て優良企業認定・表彰制度等による事業者等へのワー 

ク・ライフ・バランスの推進 

 

こども局健康福祉局 

 

③ 育児・介護休業法等関係法令の情報収集と周知 文化市民局 

 

 

 

  ・企業活動の先進的取組事例の紹介等、地場企業に向けたワーク・ライフ・バランスに関 

する情報提供（文化市民局） 

  ・子育て優良企業認定・表彰制度等による事業者等へのワーク・ライフ・バランスの推進 

（こども局健康福祉局） 

  ・育児・介護休業法等関係法令の情報収集と周知（文化市民局） 

 

 

具体的施策１２ 子育て・介護に関する支援 

番号 具体的取組 取組局 

① 
「児童手当」「こ子ども医療費の助成」等、子育て家庭に対 

する経済的な支援や相談体制の充実に向けた取組 

こども局健康福祉局 

各区 

② 
多様なニーズに対応した保育サービスの充実等待機児童解 

消に向けた取組 
こども局健康福祉局 

③ 
児童育成クラブ、ファミリー・サポート・センター、病児・病後児保

育事業等による子育て支援 

こども局健康福祉局 

教育委員会事務局 

④ 

「熊本市結婚・子育て応援サイト」における子育て応援団体等が

主催する子育てイベントの周知強化等による誰もが参画できる

子育て支援 

こども局健康福祉局 

⑤ 
施設・在宅介護等高齢者・障がい者に対する介護･福祉サービ

スの充実 
健康福祉局 

⑥ 
民生委員や校区社会福祉協議会等との連携による地域福祉活

動の充実  

健康福祉局 

こども局 

各区 

 

 

 

 

具体的施策１１ 事業者と連携したワーク・ライフ・バランスの推進 
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・「児童手当」「こ子ども医療費の助成」等、子育て家庭に対する経済的な支援や相談体制の充実に向けた

取組（こども局健康福祉局、各区） 

・多様なニーズに対応した保育サービスの充実等待機児童解消に向けた取組（こども局健康福祉局） 

・児童育成クラブ、ファミリー・サポート・センター、病児・病後児保育事業等による子育て支援（こども局健康

福祉局、教育委員会事務局） 

・「熊本市結婚・子育て応援サイト」における子育て応援団体等が主催する子育てイベントの周知強化等によ

る誰もが参画できる子育て支援（こども局健康福祉局） 

・施設・在宅介護等高齢者・障がい者に対する介護･福祉サービスの充実（健康福祉局） 

・民生委員や校区社会福祉協議会等との連携による地域福祉活動の充実（健康福祉局）   

 

具体的施策１３ 家庭生活等仕事以外の生活への男性の参画支援 

番号 具体的取組 取組局 

① 

男性の育児参画を目的とした親と子のふれあいに関する催し

「子育てやボランティアに関する父親向け講座」「親子参加型講

座」等家庭生活に関する講座の実施 

文化市民局 

各区 

② 
関係機関等と連携した男性の子育てや介護等への参画に関 

する情報提供の実施 
文化市民局 

 

 

 

  ・男性の育児参画を目的とした親と子のふれあいに関する催し「子育てやボランティアに関する 

父親向け講座」「親子参加型講座」等家庭生活に関する講座の実施（文化市民局、各区） 

・関係機関等と連携した男性の子育てや介護等への参画に関する情報提供の実施（文化市民局） 

 

 

具体的施策１４ 貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備（新規） 

番号 具体的取組 取組局 

① 
ひとり親家庭等への生活支援や就業・資格取得支援、経済的支

援等の実施 

文化市民局 

経済観光局 

こども局健康福祉局 

② 生活困窮にかかる相談支援や相談体制の整備窓口の充実 
健康福祉局 

各区 

③ 高齢者や障がい者に対する就労支援等の推進 
健康福祉局 

経済観光局 

具体的施策１２ 子育て・介護に関する支援 

具体的施策１３ 家庭生活等仕事以外の生活への男性の参画支援 
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④ 
高齢者世代が地域の支え手として活躍できる活動の支援等、活

躍の場の拡充 
健康福祉局 

⑤ 
多文化共生社会の推進に向けた各種相談等の外国人への支援

の充実 
政策局 

⑥ 困難な問題を抱える女性への支援や相談体制の整備（新規） 

文化市民局 

健康福祉局 

こども局 

各区 

 

 

 

 

・ひとり親家庭等への生活支援や就業・資格取得支援、経済的支援等の実施（文化市民局、経済観光局、こ

ども局健康福祉局） 

・孤独・孤立、生活困窮にかかる相談窓口の充実（健康福祉局、各区） 

・高齢者や障がい者に対する就労支援等の推進（健康福祉局、経済観光局） 

・高齢者世代が地域の支え手として活躍できる活動の支援等、活躍の場の拡充（健康福祉局） 

・多文化共生社会の推進に向けた各種相談等の外国人への支援の充実（政策局） 

・困難な問題を抱える女性への支援や相談体制の整備（文化市民局、こども局、健康福祉局、各区）（新規） 

   

 

   

 

 

 

具体的施策１５ 性的マイノリティへの支援・社会参画促進（新規） 

番号 具体的取組 取組局 

① 

（仮称）熊本市パートナーシップ宣誓制度の周知や都市間相互

利用に関する協定の締結等、性的マイノリティの負担軽減のため

の施策の推進※の創設 

文化市民局 

② 
性的マイノリティへの理解促進に向けたセミナーの開催やリーフ

レットの配布等、各種啓発の実施 
文化市民局 

③ 

性的マイノリティ当事者や支援団体等と市関係機関の意見交換

会の開催等、性的マイノリティ当事者が抱える生きづらさの解消

に向けた必要な支援の実施 

文化市民局 

 

 

 

具体的施策１４ 貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境

の整備（新規） 
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  ・（仮称）熊本市パートナーシップ宣誓制度※２１の周知や都市間相互利用に関する協定の締結等、 

性的マイノリティの負担軽減のための施策の推進※の創設（文化市民局） 

・性的マイノリティへの理解促進に向けたセミナーの開催やリーフレットの配布等、各種啓発の 

実施（文化市民局） 

・性的マイノリティ当事者や支援団体等と市関係機関の意見交換会の開催等、性的マイノリティ 

当事者が抱える生きづらさの解消に向けた必要な支援の実施（文化市民局） 

 

 

具体的施策１６ 生涯を通じ健康であるための支援 

番号 具体的取組 取組局 

① 健康づくりのための学習や検診、相談機会の提供 健康福祉局 

② 
妊娠・出産に関する健診の充実や専門機関と連携した相談・指

導・支援の実施 

健康福祉局 

各区 

市民病院） 

③ 
児童・生徒の発達段階を踏まえた性に関する指導や、性に関する

指導を通じたいのちの安全を守る教育の充実 
教育委員会事務局 

④ 
ＨＩＶ／エイズを含む性感染症について、正しい知識普及や予防

についての啓発 
健康福祉局 

 

 

 

  ・健康づくりのための学習や検診、相談機会の提供（健康福祉局） 

  ・妊娠・出産に関する健診の充実や専門機関と連携した相談・指導・支援の実施（健康福祉局、 

各区、市民病院） 

  ・児童・生徒の発達段階を踏まえた性に関する指導や、性に関する指導を通じたいのちを守る 

教育の充実（教育委員会事務局） 

  ・ＨＩＶ／エイズを含む性感染症について、正しい知識普及や予防についての啓発（健康福祉局） 

  

具体的施策１５ 性的マイノリティへの支援・社会参画促進（新規） 

具体的施策１６ 生涯を通じ健康であるための支援 
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あらゆる市民がそれぞれの個性と能力を発揮し活躍するためには、その阻害要因となる相手の人権を損なう

行為であるＤＶやセクハラ等の暴力を根絶することが必要であることから、あらゆる暴力を許さない意識の醸成

とともに、関係機関と連携し、複雑かつ多岐にわたる相談に対応するよう相談体制・支援体制の充実を図ります。 

なお、施策の方向性Ⅲについて、ＤＶ防止法第２条の３第３項に基づく市町村基本計画として位置づけ、「熊

本市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」とします。（３ページ及び２６ページ参

照） 

 

成果指標 
基準値 

（平成 30年

度） 

実績値 

（令和 5年度） 

目標値 

（令和 5年度） 

目標値 

（令和 98年度） 

ＤＶ被害者が第三者や相談機関に

相談した割合 
１７．３％ 19.6％ 増加 

２０．０％ 

増加 

  

具体的施策１７ 暴力（ＤＶ・セクハラ等）を許さない基盤づくり 

番号 具体的取組 取組局 

① 
啓発冊子、市政だより、市のホームページ等様々な媒体を使った

啓発・広報の実施 
文化市民局 

② 
市民・事業者等を対象とした「ＤＶ防止被害者支援セミナー」等

のＤＶ防止、被害者支援に係る講演会等の実施 
文化市民局 

③ 
市民・事業者等を対象とした各種ハラスメントやＤＶ・デートＤＶに

関する出前講座の実施 
文化市民局 

④ 
子どもや女性が犯罪の標的になることを防止するための街路灯

や防犯灯、防犯カメラの設置等、安全・安心な環境の整備 

文化市民局 

都市建設局 

教育委員会事務局 

 

 

 

 

  ・啓発冊子、市政だより、市のホームページ等様々な媒体を使った啓発・広報の実施（文化市民局） 

・市民・事業者等を対象とした「ＤＶ防止被害者支援セミナー」等のＤＶ防止、被害者支援に係る 

講演会等の実施（文化市民局） 

・市民・事業者等を対象とした各種ハラスメントやＤＶ・デートＤＶに関する出前講座の実施 

（文化市民局） 

・子どもや女性が犯罪の標的になることを防止するための街路灯や防犯灯、防犯カメラの設置等、 

安全・安心な環境の整備（文化市民局、都市建設局、教育委員会事務局） 

施策の方向性Ⅲ  あらゆる暴力を許さない社会の実現 

（熊本市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画） 

 

 

具体的施策１７ 暴力（ＤＶ・セクハラ等）を許さない基盤づくり 
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具体的施策１８ ＤＶ相談体制の強化と被害者の自立支援 

番号 具体的取組 取組局 

① 
熊本市ＤＶ対策ネットワーク会議及び熊本市ＤＶ対策庁内連絡会

議開催による関係機関相互の連携 

文化市民局 

健康福祉局 

こども局 

各区） 

② 
ＤＶ被害者への住民基本台帳事務における適切な支援措置の

実施と情報管理の徹底 

文化市民局 

各区 

③ 
多様な相談に対応する為の相談員の資質向上に向けた研修 

の充実及び相談窓口の周知 

文化市民局 

健康福祉局 

各区 

④ 住まい及び経済的自立に向けた支援 

文化市民局 

都市建設局 

健康福祉局 

こども局 

各区 

⑤ 
配偶者暴力相談支援センター事業における相談体制の充実及

び連携強化 

文化市民局 

健康福祉局 

こども局 

各区 

⑥ 
性的マイノリティや男性被害者や同性間での暴力に対する相談

員の対応強化 

文化市民局 

各区 

 

 

 

 

 

  ・熊本市ＤＶ対策ネットワーク会議及び熊本市ＤＶ対策庁内連絡会議開催による関係機関相互の 

連携（文化市民局、健康福祉局、各区） 

  ・ＤＶ被害者への住民基本台帳事務における適切な支援措置の実施と情報管理の徹底（文化市民局、 

各区） 

  ・多様な相談に対応する為の相談員の資質向上に向けた研修の充実及び相談窓口の周知（文化市民局、健

康福祉局、各区） 

  ・住まい及び経済的自立に向けた支援（文化市民局、都市建設局、健康福祉局、各区） 

  ・民間シェルターへの財政的な支援（市民局） 

  ・配偶者暴力相談支援センター事業における相談体制の充実及び連携強化（文化市民局、健康福 

祉局、各区） 

  ・性的マイノリティや男性被害者や同性間での暴力に対する相談員の対応強化（文化市民局、各区） 

具体的施策１８ ＤＶ相談体制の強化と被害者の自立支援 
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１ 計画の推進体制 

 

 （１）様々な主体との連携・協働 

計画を実効性あるものとするために、市民、事業者、地域団体やＮＰＯ等の各種団体、学校、国・県・熊本連 

携中枢都市圏構成自治体等の関係機関等、多様な主体と連携・協働することに努め、理解の層を広げます。

なお、推進体制のイメージは図－１4のとおりです。 

 

 （２）推進体制の整備 

計画に盛り込まれている施策・取組を総合的かつ計画的に推進するために体制を整備し、適切な進捗管 

理に努めます。 

 

   ① 熊本市男女共同参画庁内推進会議の開催 

     関係課長等で構成され、男女共同参画に関する施策の検討及び推進、連絡調整等を行います。 

 

    ② くまもと市男女共同参画会議の開催 

市長の附属機関として男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項を調査審議します。 

また、市民及び事業者等が、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策について意見を申し出たとき 

又はその申し出により市が措置を講じたときは、報告を受けます。 

 

    ③ 施策の実施状況の報告・公表 

市は、条例第１４条に基づき、毎年男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について報告書を作成 

し、これを公表します。 

 

  

第５４章  計画の推進体制と検証・評価 
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熊本市男女共同参画庁内推

進会議 

（設置根拠：条例第１１条） 

施策の検討及び推進 

連絡・調整 

意見 

報告・意見の 

聴取 

男女共同参画課 

男女共同参画に係る総合的企画

及び調整 

 

熊本市男女共同参画センター

はあもにい 

男女共同参画を推進する中核施設 

庁内各局・各区役所 

施策に関する 

意見の申し出 

連携・協働 

年次報告 

措置・公表 

市民 

事業者等 

くまもと市男女共同参画会議 

施策及び重要事項を調査審議 

（設置根拠：条例第１８条） 

連
携
・
協
働 

【 市 】 

【 図－１４ 推進体制イメージ図 】 

連携・協力 
国 

県 

熊本連携中枢都市圏構成自治体 

その他関係機関等 
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 ２ 検証・評価の方法 

 

 （１）検証の方法 

  本計画の効果的な推進を図るため、くまもと市男女共同参画会議において達成状況の点検等を行います。 

 

計画の達成状況の点検等を行う機関 くまもと市男女共同参画会議 

 

（２）計画の達成状況の検証 

    本計画の各成果指標の達成状況を検証するため、熊本市第７次総合計画に関する市民アンケート調査

のほか、本市が実施する男女共同参画に関する市民意識調査及び関係機関等が実施する各種調査、庁

内関係各課が把握している実績値等に基づき、必要な数値等を算定のうえ、計画の達成状況を検証する

こととします。 
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【参考資料図ー１ 男女共同参画に関する市民意識調査等に基づく資料】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性

89.7%

女性

90.0%

女性

90.1%

女性

17.0%

女性

8.1%

女性

4.2%

女性

4.7%

女性

6.1%

女性

4.7%

男性

10.3%

男性

10.0%

男性

9.9%

男性

83.0%

男性

91.9%

男性

95.8%

男性

95.3%

男性

93.9%

男性

95.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成30年度

平成25年度

平成21年度

平成30年度

平成25年度

平成21年度

平成30年度

平成25年度

平成21年度

子
ど
も
会
会
長

P
T
A
会
長

自
治
会
長

（参考資料図－１） 地域活動における男女の参画状況

（備考）市各担当課調査・市関係団体調査より作成 

参考資料 

 

 

修正中 
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（参考資料図－２） 「男は仕事、女は家庭」のような固定的性別役割分担意識について（年度別） 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

同感する

2.9

2.8

4.9

5.4

2.0

6.9

1.0

3.1

3.2

どちらかといえば

同感する

16.5

25.0

29.1

18.6

33.8

34.3

15.4

19.7

25.0

どちらかといえば

同感しない

29.8

32.8

31.0

28.1

25.3

30.9

31.8

37.6

31.5

同感しない

47.5

35.4

25.3

45.7

36.5

18.6

49.3

35.3

29.9

その他

0.0

0.0

3.2

0.0

0.0

3.7

0.0

0.0

3.0

わからない

3.3

4.0

6.5

2.3

2.4

5.6

4.3

2.4

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

令和5年度n=520

平成30年度n=749

平成25年度n=941

令和5年度n=520

平成30年度n=293

平成25年度n=376

令和5年度n=520

平成30年度n=447

平成25年度n=539

全  

体 

男  

性 

女  

性 

n=603 

n=245 
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（参考資料図－３） 家庭における役割分担について 

5.2%

7.2%

6.5%

1.1%

1.1%

72.4%

60.7%

53.3%

37.8%

18.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

食事の支度 n=445

洗濯 n=445

掃除 n=445

育児 n=445

介護 n=445

男性

女性

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

（参考資料図－４） 女性が就業することに対する意識について 

子どもができても、

ずっと職業をもち

続ける方がよい

51.5

43.7 

36.8

子どもができたら中断

し大きくなったら再び

職業をもつ方がよい

25

36.0 

43.3

子どもができる

までは職業を

もつ方がよい

1.3

3.1 

6.3

結婚するまでは

職業をもつ方が

よい

1.7

2.5 

2.8

女性は職業を

もたない方が

よい

0.2

0.1 

0.5

その他

1.4

7.7 

6.0

わから

ない

6

4.9 

2.1

無回答

2.3

1.9 

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

令和5年度

n=520

平成30年度

n=749

平成25年度

n=941

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

n=603 



50 

 

  
（参考資料図－５）地域活動への不参加の理由（年度別） 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

22.1

46.1

19.9

13.1

27.4

0.6

13.7

19.0

8.4

21.6
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16.6
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人間関係がわずらわしい

家族の協力や理解が得られない

健康や体力に自信がない

地域活動に関心がない

その他

令和5年度

n=321

平成30年度

n=439

平成25年度

n=528

(%)
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  （参考資料図－６）ＤＶ相談件数の状況 

（令和５年度熊本市ＤＶ対策ネットワーク会議資料より抜粋） 

769 
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1,084 

1,376 1,351 
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0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

熊本市 熊本県女性相談センター

（参考資料図－７） ＤＶの内容についての認知度 

知っている
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89.6%
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10.0%

4.8%

知らない

1.7%

0.5%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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全 体
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男 性
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女 性

n=292

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

n=603 

n=245 

n=351 
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  （参考資料図－８）ＤＶ被害を受けた際の対応（年度別） 

69.5%

25.5%

33.3%
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35.0%
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（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 
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（参考資料図－９） 相談しなかった理由（男女別） 

16.5

13.0

35.7

10.4

3.5

25.2

2.6

15.7

8.7

20.9

32.2

6.1

7.8

8.8

18.0

2.0

3.4

14.1

5.4

6.3

4.4

21.5

37.1

6.3

10.4

11.7

21.5

6.1

3.7

25.8

4.3

8.6

7.4

23.9

36.8

6.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

だれ（どこ）に相談してよいか、

わからなかった

恥ずかしくて誰にも言えなかった

相談しても無駄だと思った

相談したことが分かると、仕返しを受けたり、

更にひどい暴力を受けると思った

担当者の言動により

不快な思いをすると思った

自分さえ我慢すれば、何とか

このままやっていけると思った

世間体が悪い

他人を巻き込みたくなかった

そのことについて思い出したくなかった

自分にも悪いところがあると思った

相談するほどのことではないと思った

その他

全体

n=115

男性

n=37

女性

n=77

(%)

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 
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（参考資料図－10） 地域活動の参加状況（男女別） 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 

10.9

4.0

0.8

21.4

14.6

1.7

6.1

55.4

0.7
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＝
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＝
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（参考資料図－１１） 生活についての希望と現実（男女別） 
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（参考資料図－１２） 領域別にみた男女の地位の平等感（男女別） 
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平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答 だ

（１）法律や制度の上で 

（２）家庭生活で 

男性優
遇計

女性優
遇計

55.2 7.3

40.4 13.9

66.4 2.8

11.3

5.3

15.7

43.9

35.1

50.7

28.9

36.3

23.6

4.6
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0.6
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6.5
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男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答 だ

男性優
遇計

女性優
遇計

60.0 3.8

51.0 8.6

66.7 0.6

11.1

6.9

14.2

48.9

44.1

52.4

25.2

30.6

21.9

2.3

4.9

0.6

1.5

3.7

9.1
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1.8
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0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答 だ

（３）就職の際 
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男性優
遇計

女性優
遇計

54.4 7.8

45.3 15.1

60.7 2.8

12.8

5.7

17.4

41.6

39.6

43.3

29.2

30.6

28.8

5.8

10.6

2.6

2.0

4.5

0.3

6.8

6.1

7.1

1.8

2.9

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答 だ

（４）職場で 

男性優
遇計

女性優
遇計

15.4 5.1

9.8 9.0

19.7 2.6

1.5

0.8

2.0

13.9

9.0

17.7

63.3

65.7

62.1

3.5

5.3

2.3

1.7

3.7

0.3

13.4

11.8

14.5

2.7

3.7

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答 だ

（５）学校教育の場で 

（６）しきたりや習慣で 

男性優
遇計

女性優
遇計

71.6 2.7

66.9 3.7

75.8 2.0

22.7

18.0

26.2

48.9

49.0

49.6

15.3

20.0

12.0

1.7

1.6

1.7

1.0

2.0

0.3

8.3

6.9

8.8

2.2

2.4

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答 だ
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男性優
遇計

女性優
遇計

57.5 7.3

44.9 14.3

67.0 2.3

8.1

3.7

11.4

49.4

41.2

55.6

21.4

30.2

15.7

5.3

9.4

2.3

2.0

4.9

10.9

8.2

12.5

2.8

2.4

2.6
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全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答 だ

男性優
遇計

女性優
遇計

40.6 4.8

33.9 6.5

45.6 3.7

8.0

4.9

10.0

32.7

29.0

35.6

37.1

44.5

32.2

4.0

4.9

3.4

0.8

1.6

0.3

15.3

11.8

17.7

2.2

3.3

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答 だ

（７）地域活動の場で 

（８）社会全体で 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 
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『必要だと
思う』計

『必要ない
と思う』計

68.3 13.1

64.5 19.2

72.1 8.8

24.4

25.3

23.9

43.9

39.2

48.1

10.0

12.7

8.0

3.2

6.5

0.9

15.8

14.7

16.8

2.8

1.6

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

とても必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ないと思う 全く必要ないと思う

わからない 無回答

だ

『必要だと
思う』計

『必要ない
と思う』計

90.4 2.5

90.6 4.1

91.5 1.4

61.0

59.2

63.2

29.4

31.4

28.2

2.0

2.9

1.4

0.5

1.2

4.8

4.1

5.4

2.3

1.2

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

とても必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ないと思う 全く必要ないと思う

わからない 無回答

だ

『必要だと
思う』計

『必要ない
と思う』計

87.6 2.7

86.9 3.7

89.2 2.0

53.4

51.0

55.8

34.2

35.9

33.3

2.0

2.0

2.0

0.7

1.6

7.5

9.0

6.6

2.3

0.4

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

とても必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ないと思う 全く必要ないと思う

わからない 無回答

（参考資料図－１３） 防災や復興における男女共同参画の視点の必要性について（男女別） 

（１）防災計画の策定の場に男女がともに参画する 

（２）自治会や地域の自主防災組織の女性リーダーを増やす 

（３）避難所の運営マニュアルに男女双方の視点を反映させる 
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『必要だと
思う』計

『必要ない
と思う』計

84.9 6.0

82.9 9.8

87.5 3.4

51.4

46.9

55.3

33.5

35.9

32.2

4.5

6.1

3.4

1.5

3.7

7.0

6.5

7.4

2.2

0.8

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

とても必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ないと思う 全く必要ないと思う

わからない 無回答

だ

（４）避難所運営の責任者に男女がともに加わる 

（５）男女のニーズの違いに応じた相談や情報提供を行う 

『必要だと
思う』計

『必要ない
と思う』計

90.0 2.2

89.8 3.7

91.7 0.9

56.4

53.1

59.5

33.7

36.7

32.2

1.7

2.4

0.9

0.5

1.2

5.0

5.3

4.8

2.8

1.2

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

とても必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ないと思う 全く必要ないと思う

わからない 無回答

だ

（６）男女の違いに配慮した救援医療や健康支援を行う 

『必要だと
思う』計

『必要ない
と思う』計

90.9 2.7

89.8 4.9

92.9 1.1

60.2

56.7

63.5

30.7

33.1

29.3

2.3

4.1

1.1

0.3

0.8

4.0

4.5

3.7

2.5

0.8

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

とても必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ないと思う 全く必要ないと思う

わからない 無回答

だ
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『必要だと
思う』計

『必要ない
と思う』計

90.0 2.3

90.2 3.7

91.5 1.4

63.0

59.2

66.7

27.0

31.0

24.8

1.5

2.0

1.1

0.8

1.6

0.3

5.3

5.3

5.1

2.3

0.8

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

とても必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ないと思う 全く必要ないと思う

わからない 無回答

だ

『必要だと
思う』計

『必要ない
と思う』計

86.7 5.1

81.6 9.8

91.7 2.0

50.4

44.9

55.0

36.3

36.7

36.8

3.6

6.9

1.4

1.5

2.9

0.6

5.3

7.8

3.7

2.8

0.8

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 ｎ＝603

男性 ｎ＝245

女性 ｎ＝351

とても必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ないと思う 全く必要ないと思う

わからない 無回答

だ

（７）復興まちづくりの内容などを決める場に男女がともに参画する 

（８）発災後に増加が懸念される性暴力や DVへの対策を強化する 

（令和５年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査を基に作成） 


